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(57)【要約】
【課題】ファンを用いることなくより少ない動力でナセ
ルの冷却効率を向上させる風力発電装置を提供する。
【解決手段】本実施例に係る第１の風力発電装置１０Ａ
－１は、ハブ１１とブレード１２とを有するロータ１３
と、ハブ１１に接続された主軸を介してロータ１３を軸
支するナセル１４と、ナセル１４を支持するタワー１５
とを有する風力発電装置であって、タワー１５及びナセ
ル１４内に冷却媒体を循環させる冷却媒体循環ライン１
７Ａと、前記冷却媒体をナセル１４内に供給するコンプ
レッサ１８とを有し、冷却媒体として海水１６を用いて
いる。コンプレッサ１８により持ち上げられた海水１６
により冷却媒体循環ライン１７Ａを介してナセル１４内
において熱交換し、従来のようにファンを用いることな
く、より少ない動力でナセル１４内を冷却する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハブとブレードとを有するロータと、
　前記ハブに接続された主軸を介して前記ロータを軸支するナセルと、
　前記ナセルを支持するタワーとを有する風力発電装置であって、
　前記タワー及び前記ナセル内に冷却媒体を循環させる冷却媒体循環ラインと、
　前記冷却媒体を前記ナセル内に供給するコンプレッサとを有することを特徴とする風力
発電装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記冷却媒体が海水であり、
　前記海水が前記ナセルを循環した後、前記タワー底部又は前記ナセルから排出されるこ
とを特徴とする風力発電装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記冷却媒体が冷媒水であると共に、
　前記冷却媒体循環ラインが閉鎖系であり、
　前記冷媒水が前記ナセルを循環した後、前記タワー底部において海水と熱交換し、冷却
されることを特徴とする風力発電装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか一つにおいて、
　前記タワーに波力発電装置を少なくとも一つ以上設けていることを特徴とする風力発電
装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか一つにおいて、
　前記タワー又は前記ナセルに小型風車発電装置を少なくとも一つ以上設けていることを
特徴とする風力発電装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか一つにおいて、
　前記タワー又は前記ナセルに太陽光発電装置を設けていることを特徴とする風力発電装
置。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか一つにおいて、
　潮流発電装置を設けていることを特徴とする風力発電装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れか一つにおいて、
　潮力発電装置を設けていることを特徴とする風力発電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洋上に設置する冷却効率を向上させた風力発電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の翼に風力を作用させて回転力を発生させ、該回転力によりロータを介して発電機
を駆動するようにした風力発電設備が丘陵上や山上等の高所あるいは洋上等の高風速が得
られる場所に多数併設され、高出力の発電能力を備えるようにしている。
【０００３】
　かかる風力発電装置に用いられる風車は、タワー（支柱）上に支持されたナセルの前方
部位つまりアップウィンド（風上）側に複数の翼を設けたアップウィンド型風車が多く用
いられている。このようなアップウィンド型風車は、ブレード（風車の羽根）により回転
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するロータを支持するナセル（風車ロータ支持体）を有し、前記ナセルは前記主軸の回転
を発電機等のエネルギー変換装置とともに該変換装置に伝達する駆動伝達部を内蔵し、地
上や船上等の接地面より垂直に立設された支柱に水平方向に旋回自在に支持されている。
【０００４】
　また、ブレード（風車の羽根）は風によって回転させられ、これによって生ずる回転エ
ネルギーは、直接あるいは変速（歯車）装置を介して、発電機の回転子に伝達される。そ
の際、発電機においてかなりの熱エネルギーが発せられる。
【０００５】
　そのため、一般に、前記ナセル内に設けている発電機を冷却するために前記ナセルには
冷却ファンなどを設けている。この冷却ファンによって前記ナセルを冷却するようにして
いるが、外気温度が高くなると、冷却効果が低くなってしまう。また、冷却ファンなどに
発電した電力を使用するため、発電効率が低下してしまう。
【０００６】
　このため、現在、こうした風力発電装置のナセルを冷却させる手段として、冷却ファン
を用いる他に、例えば海水を用いる方法が採用されている（特許文献１）。
【０００７】
　ナセルを冷却するために、海水を吸い上げ、吸い上げた海水をタワーを介してナセルに
供給し、ナセルを循環した後、排出するようにしている。
【０００８】
【特許文献１】国際公開第００／６８５７０号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、従来の風力発電装置では、ナセル内に設けている冷却用のファンの冷却
能力と同等の冷却能力を得るために例えば高さ６０～１００ｍ程度のナセルに海水を供給
しようとすると、冷却用のファンを運転する際に要する動力以上のポンプ動力が必要とな
る、という問題がある。
【００１０】
　本発明は、前記問題に鑑み、ファンを用いることなくより少ない動力でナセルの冷却効
率を向上させる風力発電装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述した課題を解決するための本発明の第１の発明は、ハブとブレードとを有するロー
タと、前記ハブに接続された主軸を介して前記ロータを軸支するナセルと、前記ナセルを
支持するタワーとを有する風力発電装置であって、前記タワー及び前記ナセル内に冷却媒
体を循環させる冷却媒体循環ラインと、前記冷却媒体を前記ナセル内に供給するコンプレ
ッサとを有することを特徴とする風力発電装置にある。
【００１２】
　第２の発明は、第１の発明において、前記冷却媒体が海水であり、前記海水が前記ナセ
ルを循環した後、前記タワー底部又は前記ナセルから排出されることを特徴とする風力発
電装置にある。
【００１３】
　第３の発明は、第１の発明において、前記冷却媒体が冷媒水であると共に、前記冷却媒
体循環ラインが閉鎖系であり、前記冷媒水が前記ナセルを循環した後、前記タワー底部に
おいて海水と熱交換し、冷却されることを特徴とする風力発電装置にある。
【００１４】
　第４の発明は、第１乃至３の何れか一つの発明において、前記タワーに波力発電装置を
少なくとも一つ以上設けていることを特徴とする風力発電装置にある。
【００１５】
　第５の発明は、第１乃至４の何れか一つの発明において、前記タワー又は前記ナセルに
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小型風車発電装置を少なくとも一つ以上設けていることを特徴とする風力発電装置にある
。
【００１６】
　第６の発明は、第１乃至５の何れか一つの発明において、前記タワー又は前記ナセルに
太陽光発電装置を設けていることを特徴とする風力発電装置にある。
【００１７】
　第７の発明は、第１乃至６の何れか一つの発明において、潮流発電装置を設けているこ
とを特徴とする風力発電装置にある。
【００１８】
　第８の発明は、第１乃至７の何れか一つの発明において、潮力発電装置を設けているこ
とを特徴とする風力発電装置にある。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、タワー及びナセル内に冷却媒体を循環させる冷却媒体循環ラインと、
冷却媒体を前記ナセル内に供給するコンプレッサとを有しているため、従来のようにファ
ンを用いることなく、より少ない動力でナセル内を冷却することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、この発明につき図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、この実施例によりこの
発明が限定されるものではない。また、下記実施例における構成要素には、当業者が容易
に想定できるもの、あるいは実質的に同一のものが含まれる。
【実施例１】
【００２１】
　本発明による実施例１に係る風力発電装置について、図面を参照して説明する。
　図１は、本発明による実施例１に係る風力発電装置の構成を簡略に示す概略構成図であ
る。
　図１に示すように、本実施例に係る第１の風力発電装置１０Ａ－１は、ハブ１１とブレ
ード１２とを有するロータ１３と、ハブ１１に接続された主軸を介してロータ１３を軸支
するナセル１４と、ナセル１４を支持するタワー１５とを有する風力発電装置であって、
タワー１５及びナセル１４内に冷却媒体を循環させる冷却媒体循環ライン１７Ａと、前記
冷却媒体をナセル１４内に供給するコンプレッサ１８とを有するものである。
　また、本実施例では、冷却媒体として海水１６を用いている。
【００２２】
　冷却媒体循環ライン１７Ａに取り込まれた海水１６は、コンプレッサ１８によりナセル
１４に持ち上げられ、ナセル１４及びタワー１５に供給される。そして、コンプレッサ１
８によりナセル１４に持ち上げられた海水１６は、冷却媒体循環ライン１７Ａを介してナ
セル１４内において熱交換し、ナセル１４内を冷却することができる。
【００２３】
　そして、ナセル１４内で熱交換された海水１６は、冷却媒体循環ライン１７Ａを介して
タワー１５の底部から海に排出される。
【００２４】
　海水の海水温は、例えば夏場では大気温度より低く、冬場では大気温度より高くなって
おり、気温に比べて年間の温度変化が小さい。また、海水の海水温は、夏場でも例えば３
０℃以下である。また、加熱されたナセル１４は、例えば４０～５０℃程度であるため、
海水１６は、ナセル１４よりも常時低い温度が保たれている。
【００２５】
　よって、海水１６のように年間を通して水温変化が小さいものをナセル１４の冷却用に
用いることで、例えば夏場に冷却ファンで外気を取り込んでも冷却効果が小さく十分に冷
却効果が得られない場合でも一定の冷却効果を得ることができる。
【００２６】
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　ここで、海水１６をナセル１４内に持上げるコンプレッサ１８の構成について図２を用
いて具体的に説明する。
　図２は、本発明による実施例１に係る風力発電装置に用いられるコンプレッサの構成を
簡略に示す概略構成図である。
【００２７】
　図２に示すように、海水１６はポンプ２１を用いてコンプレッサ本体２２内に供給され
、コンプレッサ本体２２内に貯蔵される。このとき、海水１６をコンプレッサ１８に供給
する弁２３を開放しておく。また、コンプレッサ本体２２には冷却効率を維持するため、
例えば断熱材２４が用いられる。そして、コンプレッサ本体２２内に海水１６を溜めた後
、弁２３を閉鎖し、上部側からコンプレッサ本体２２内を加圧して圧縮し、くみ上げた海
水２５を押し下げる。これにより、コンプレッサ本体２２内の汲み上げた海水２５を冷却
媒体循環ライン１７Ａを介してナセル１４（例えば高さ６０～１００ｍ程度）まで一気に
持ち上げ、ナセル１４内を冷却するようにしている。
【００２８】
　よって、コンプレッサ本体２２内に貯蔵された海水１６を圧縮してナセル１４まで一気
に持ち上げているため、ポンプなどを用いて海水１６をナセル１４まで直接供給する場合
に比べて海水１６をナセル１４まで持ち上げるのに要する電力を大幅に軽減することがで
きる。
【００２９】
　本実施例に係る第１の風力発電装置１０Ａ－１を用いれば、タワー１５及びナセル１４
内に海水１６を循環させる冷却媒体循環ライン１７Ａと、海水１６をナセル１４内に供給
するコンプレッサ１８とを有し、海水１６がナセル１４内を循環した後、タワー１５の底
部から海水１６を排出しているため、コンプレッサ１８により持ち上げられた海水１６に
より冷却媒体循環ライン１７Ａを介してナセル１４内において熱交換することができる。
よって、従来のようにファンを用いることなく、より少ない動力でナセル１４内を冷却す
ることができる。
【００３０】
　また、本実施例に係る第１の風力発電装置１０Ａ－１においては、洋上で用いる際に、
ナセル１４の冷却用に冷却媒体として海水１６を用いる風力発電装置について説明したが
、本発明はこれに限定されるものではなく、陸上、船上などその他の設置場所に応じてナ
セル１４の冷却用として他の冷却媒体を用いるようにしてもよい。
【００３１】
　また、本実施例に係る第１の風力発電装置１０Ａ－１においては、風力発電に加えて補
器動力源として波力発電装置を利用するようにしてもよい。波力発電とは、海から押し寄
せる波の上下動を利用し、それによって起きる空気の流れでタービンを回して発電する方
法であり、水面の表面波のエネルギーを利用する発電である。例えば、図３に示すように
、タワー１５の側壁に波力発電装置３０を設け、この波力発電装置３０は海表面側に底の
ない空気室３１を持つ浮体（ブイ）３２からなるものである。そして、浮体３２の没水部
の一部が開放された空気室３１を海水１６中に設置し、ここから入射した波で空気室３１
内の海水面３３が上下することで空気室３１内と外との圧力差で往復する空気の空気流が
生じる。この空気流によって、空気室３１の上部の空気口３４に設置した空気タービン３
５が往復空気流中で同一方向に回転し、発電する。
【００３２】
　この結果、タワー１５の側壁に設けた波力発電装置３０から得られる電力をコンプレッ
サ１８、ポンプ２１等の第２の風力発電装置１０Ａ－２内で用いる装置の動力として用い
ることができる。これにより、ロータ１３から得られる電力を使用することなく、ナセル
１４内を冷却することができる。
【００３３】
　また、風と波とは正の相関関係があるため、第２の風力発電装置１０Ａ－２に冷却ファ
ンを設けている場合でも、波力発電装置３０から供給される電力を用いることで冷却ファ



(6) JP 2009-138555 A 2009.6.25

10

20

30

40

50

ンを回すことができるため、ナセル１４内を冷却することができる。
【００３４】
　また、本実施例に係る第２の風力発電装置１０Ａ－２においては、タワー１５に波力発
電装置３０を一つ設けるようにしているが、２つ以上設けるようにしてもよい。
【００３５】
　また、図３に示すような波力発電装置を利用する場合には、図４に示すように第２の風
力発電装置１０Ａ－２を中心として第１の風力発電装置１０Ａ－１を扇状に複数配置し、
ウインドファーム４１を形成する。そして、隣接する第１の風力発電装置１０Ａ－１同士
の間、第１の風力発電装置１０Ａ－１と第２の風力発電装置１０Ａ－２との間に仕切り板
４２－１～４２－６を設け、波が第２の風力発電装置１０Ａ－２に集約するようにする。
これにより、第２の風力発電装置１０Ａ－２に設けた図３に示すような波力発電装置３０
で波力発電効果が効率良く得られ、発電効率が最も高くなる。波力発電装置３０で発電さ
れた電気を装置内に送電することができる。
【００３６】
　また、本実施例に係る風力発電装置においては、潮流発電装置を利用するようにしても
よい。潮流発電とは、潮汐により発生する潮流を利用して発電する方式をいう。例えばタ
ワー１５の海底部分に図５に示すような潮流発電装置５０を設け、潮流５１がノズル５２
内に流れ込み、装置本体５３の外周に設けた複数の羽根５４が回転することで、潮流発電
装置５０内に設けられている図示しないタービンを回転させ、発電するようにする。この
結果、図３に示すような波力発電装置３０を利用する場合に比べて安定して発電すること
ができ、この潮流発電装置５０から得られる電力を装置内で用いる動力として用いること
ができる。これにより、ロータ１３から得られる電力を使用することなく、ナセル１４内
を冷却することができる。
　また、潮流発電装置５０として所謂クロスフロー水車を用いて説明したが、本発明はこ
れに限定されるものではなく、例えばダリウス水車等を用いるようにしてもよい。
【００３７】
　また、本実施例に係る風力発電装置においては、潮力発電装置を利用するようにしても
よい。潮力発電とは、潮の干満の差を利用して発電する方式をいう。潮位差の大きい発電
箇所で用いることで、より大きな電力を安定して供給することができる。
【００３８】
　また、本実施例に係る第３の風力発電装置１０Ａ－３においては、太陽光発電装置を利
用するようにしてもよい。例えば、図６に示すように、ナセル１４の上部に太陽光発電装
置５５を設け、太陽光により、発電させるようにする。この結果、太陽光発電装置５５か
ら得られる電力を第３の風力発電装置１０Ａ－３内で用いる装置の動力として用いること
ができる。これにより、ロータ１３から得られる電力を使用することなく、ナセル１４内
を冷却することができる。
【００３９】
　また、晴天で気温が上がり、風車の温度が上がりやすい気象条件では、太陽光発電の出
力が増大するため、ナセル１４内の冷却効果を上昇させることができる。
【００４０】
　また、第３の風力発電装置１０Ａ－３においては、太陽光発電装置５５をナセル１４に
設けるようにしているが、これに限定されるものではなく、タワー１５に設けるようにし
てもよい。また、ナセル１４及びタワー１５の両方に太陽光発電装置５５を設けるように
してもよい。
【００４１】
　また、本実施例に係る第４の風力発電装置１０Ａ－４においては、タワー１５に更に小
型風車発電装置を設けようにしてもよい。例えば、図７に示すように、タワー１５の側壁
に波力発電装置として小型風車発電装置５６を設け、小型風車発電装置５６が回転するこ
とで、発電するようにする。この結果、タワー１５の側壁に設けた小型風車発電装置５６
から得られる電力を第４の風力発電装置１０Ａ－４内で用いる装置の動力として用いるこ
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とができる。これにより、ロータ１３から得られる電力を使用することなく、ナセル１４
内を冷却することができる。
【００４２】
　また、例えば強風時のようにブレード１４が順調に稼動し、ナセル１４内の温度が上昇
する環境にある場合には、小型風車発電装置５６も順調に稼動するため、ナセル１４内の
冷却効果を上昇させることができる。
【００４３】
　また、本実施例に係る第４の風力発電装置１０Ａ－４においては、タワー１５に小型風
車発電装置５６を一つ設けるようにしているが、ナセル１４にも小型風車発電装置５６を
設けるようにしてもよい。また、ナセル１４及びタワー１５に小型風車発電装置５６を２
つ以上設けるようにしてもよい。
【００４４】
　このように、本実施例に係る第１の風力発電装置１０Ａ－１～第４の風力発電装置１０
Ａ－４は、設置する場所の環境に応じて、波力発電、潮流発電、潮力発電、太陽光発電等
を併用することで、従来のようにファンを用いることなく、風車を安定して回転させると
共に、より少ない動力でナセル１４内を冷却することができる。
【００４５】
　また、本実施例に係る風力発電装置は、洋上で用いる風力発電装置について説明したが
、本発明はその他、陸上、船上などでも用いることができる。
【実施例２】
【００４６】
　本発明による実施例２に係る風力発電装置について、図８を参照して説明する。
　本実施例に係る風力発電装置は、前記図１に示した実施例１に係る第１の風力発電装置
１０Ａ－１の構成と略同様であるため、前記図１に示した実施例１に係る第１の風力発電
装置１０Ａ－１と同一構成には同一符号を付して重複した説明は省略する。
　図８は、本発明による実施例２に係る風力発電装置の構成を簡略に示す概略構成図であ
る。
　図８に示すように、実施例２に係る風力発電装置１０Ｂは、図１に示す実施例１に係る
第１の風力発電装置１０Ａ－１のタワー１５の底部に設けた冷却媒体循環ライン１７Ａの
出口をナセル１４から排出するようにしたものである。
　即ち、実施例２に係る風力発電装置１０Ｂは、図１に示す実施例１に係る第１の風力発
電装置１０Ａ－１の冷却媒体循環ライン１７Ａに代えて、海水１６がナセル１４を循環し
た後、ナセル１４から排出する冷却媒体循環ライン１７Ｂを設けたものである。
【００４７】
　冷却媒体循環ライン１７Ｂからポンプ２１に取り込まれた海水１６は、コンプレッサ１
８によりタワー１５及びナセル１４に送給される。
【００４８】
　コンプレッサ１８によりナセル１４に持ち上げられた海水１６は、冷却媒体循環ライン
１７Ｂを介してナセル１４内において熱交換し、ナセル１４内を冷却することができる。
【００４９】
　ナセル１４内で熱交換された海水１６は、冷却媒体循環ライン１７Ｂを介してナセル１
４の後部から海に排出される。
【００５０】
　また、ナセル１４から海水１６を排出する際には、冷却媒体循環ライン１７Ｂの出口付
近に設けた減圧機６１で適正な海水１６の流量に調整してナセル１４から排出するように
している。
【００５１】
　本実施例に係る風力発電装置１０Ｂを用いれば、タワー１５及びナセル１４内に海水１
６を循環させる冷却媒体循環ライン１７Ｂと、海水１６をナセル１４内に供給するコンプ
レッサ１８とを有し、海水１６がナセル１４内を循環した後、ナセル１４から海水１６を
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排出しているため、コンプレッサ１８により持ち上げられた海水１６により冷却媒体循環
ライン１７Ｂを介してナセル１４内において熱交換することができる。よって、従来のよ
うにファンを用いることなく、より少ない動力でナセル１４内を冷却することができる。
またポンプ２１及びコンプレッサ１８の負荷を減らし、発熱機器を分散することができる
ため、効率的にナセル１４内を冷却することができる。
【実施例３】
【００５２】
　本発明による実施例３に係る風力発電装置について、図９、１０を参照して説明する。
　本実施例に係る風力発電装置は、前記図１に示した実施例１に係る第１の風力発電装置
１０Ａ－１の構成と略同様であるため、前記図１に示した実施例１に係る第１の風力発電
装置１０Ａ－１と同一構成には同一符号を付して重複した説明は省略する。
　図９は、本発明による実施例３に係る風力発電装置の構成を簡略に示す概略構成図であ
る。図１０は、本発明による実施例３に係る風力発電装置に用いられるコンプレッサの構
成を簡略に示す概略構成図である。
　図９、１０に示すように、実施例３に係る風力発電装置１０Ｃは、図１に示す実施例１
に係る第１の風力発電装置１０Ａ－１でナセル１４の冷却用に用いた海水１６に代えて、
冷媒水６２を用い、図１に示す実施例１に係る第１の風力発電装置１０Ａ－１で用いた冷
却媒体循環ラインを閉鎖系の冷却媒体循環ライン１７Ｃとし、冷媒水６２を循環するよう
にしたものである。
　即ち、実施例３に係る風力発電装置１０Ｃは、タワー１５、ナセル１４を冷媒水６２が
循環する閉鎖系冷却媒体循環ライン１７Ｃを設け、冷媒水６２がナセル１４を循環し、熱
交換した後、タワー１５の底部において冷媒水６２を海水１６と熱交換するようにしたも
のである。
【００５３】
　閉鎖系冷却媒体循環ライン１７Ｃ中の冷媒水６２は、コンプレッサ１８によりナセル１
４に持ち上げられ、ナセル１４及びタワー１５を循環するようにしており、海水を用いた
場合に生じる塩害を防止することができる。
【００５４】
　本実施例で用いる冷媒水としては、例えばクーラント水、メタノール、他のアルコール
、または塩化ナトリウム水、グリセロールなどがあるが、ナセル１４内を冷却できる冷媒
水であれば特にこれに限定されるものではない。
【００５５】
　コンプレッサ１８によりナセル１４に持ち上げられた冷媒水６２は、閉鎖系冷却媒体循
環ライン１７Ｃを介してナセル１４内において熱交換し、ナセル１４内を冷却することが
できる。
【００５６】
　冷媒水６２が閉鎖系冷却媒体循環ライン１７Ｃを介してタワー１５、ナセル１４を循環
して熱交換した後、暖められた冷媒水６２は閉鎖系冷却媒体循環ライン１７Ｃを介してタ
ワー１５底部において海水１６と熱交換して冷却され、再度タワー１５、ナセル１４を循
環するようにしている。
【００５７】
　よって、本実施例に係る風力発電装置１０Ｃのように、タワー１５、ナセル１４を冷媒
水６２が循環する閉鎖系冷却媒体循環ライン１７Ｃを設け、冷媒水６２がナセル１４内を
循環した後、海水１６と熱交換して冷却することで、海水１６で冷却された冷媒水６２を
ナセル１４に常時供給し、安定してナセル１４内を冷却することができる。これにより、
従来のようにファンを用いることなく、安定してナセル１４内を冷却することができる。
【００５８】
　また、本実施例に係る風力発電装置１０Ｃにおいては、前記図１に示した実施例１に係
る第１の風力発電装置１０Ａ－１や前記図８に示した実施例２に係る風力発電装置１０Ｂ
のように、外部から海水１６をポンプ２１を用いて冷却用に供給する必要がないため、コ
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ンプレッサ１８のみを設けるだけでよい。
【００５９】
　具体的には、図１０に示すように、海水１６で冷却された冷媒水６２はコンプレッサ本
体２２内に供給され、コンプレッサ本体２２内に貯蔵される。このとき、海水１６をコン
プレッサ１８に供給する弁２３を開放しておく。そしてコンプレッサ本体２２内に冷媒水
６２が溜められた後、弁２３を閉鎖し、上部側からコンプレッサ本体２２内を加圧して圧
縮し、コンプレッサ本体２２内の海水１６を閉鎖系冷却媒体循環ライン１７Ｃを介してナ
セル１４まで一気に持ち上げ、ナセル１４内を冷却するようにしている。
【００６０】
　よって、本実施例に係る風力発電装置１０Ｃのように、実施例１に係る風力発電装置１
０Ａや実施例２に係る風力発電装置１０Ｂのようにポンプ２１を用いることなくコンプレ
ッサ１８のみを設けることで、閉鎖系冷却媒体循環ライン１７Ｃ内の冷媒水６２を常時循
環させることができるため、ナセル１４内を冷却するのに要する動力を更に削減すること
ができる。
【００６１】
　よって、本実施例に係る風力発電装置１０Ｃを用いれば、タワー１５、ナセル１４を冷
媒水６２が循環する閉鎖系冷却媒体循環ライン１７Ｃと、コンプレッサ１８とを有し、ナ
セル１４内を循環した冷媒水６２を海水１６と熱交換して冷却し、冷却された冷媒水６２
をコンプレッサ１８でナセル１４に常時供給することができる。これにより、安定してナ
セル１４内を冷却し、塩害を防止することができると共に、従来のようにファンを用いる
ことなく、更に安定してナセル１４内を冷却することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　以上のように、本発明に係る風力発電装置は、海水又は冷媒水をナセル内にコンプレッ
サにより持ち上げ、持ち上げられた海水又は冷却水がナセル内を循環することで、より少
ない動力でナセル内を冷却することができるため、ナセルの冷却効果を向上させる風力発
電装置に用いるのに好適である。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明による実施例１に係る風力発電装置の構成を簡略に示す概略構成図である
。
【図２】コンプレッサの構成を簡略に示す概略構成図である。
【図３】タワーに波力発電装置を設けた図である。
【図４】複数の風力発電装置を設置した図である。
【図５】潮流発電装置の構成の一例を示す図である。
【図６】太陽光発電装置を設けた構成を示す図である。
【図７】小型風車発電装置を設けた構成を示す図である。
【図８】本発明による実施例２に係る風力発電装置の構成を簡略に示す概略構成図である
。
【図９】本発明による実施例３に係る風力発電装置の構成を簡略に示す概略構成図である
。
【図１０】コンプレッサの構成を簡略に示す概略構成図である。
【符号の説明】
【００６４】
　１０Ａ～１０Ｃ、１０Ａ－１～１０Ａ－４　風力発電装置
　１１　ハブ
　１２　ブレード
　１３　ロータ
　１４　ナセル
　１５　タワー
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　１６　海水
　１７Ａ、１７Ｂ　冷却媒体循環ライン
　１７Ｃ　閉鎖系冷却媒体循環ライン
　１８　コンプレッサ
　２１　ポンプ
　２２　コンプレッサ本体
　２３　弁
　２４　断熱材
　２５　汲み上げた海水
　３０　波力発電装置
　３１　空気室
　３２　浮体（ブイ）
　３３　海水面
　３４　空気口
　３５　空気タービン
　４１　ウインドファーム
　４２－１～４２－６　仕切り板
　５０　潮流発電装置
　５１　潮流
　５２　ノズル
　５３　装置本体
　５４　羽根
　５５　太陽光発電装置
　５６　小型風車発電装置
　６１　減圧機
　６２　冷媒水
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